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１ 業務名 

   令和７～８年度 札幌市市営住宅長寿命化計画改定支援業務 

 

２ 業務の目的 

  市営住宅ストックの適切なマネジメントを行うためには、「適切な点検、修繕、

データ管理の実施」、「市営住宅の状況や将来的な需要見通しを踏まえた各団地

のあり方の検討」、「効率的・効果的な団地別・住棟別の事業手法の選定」、

「長寿命化のための事業実施予定一覧の作成」、「予防保全的な管理や改善の計

画的推進」、「ライフサイクルコスト（LCC）の縮減」等が重要である。 

これらの取り組みを計画的に実施するために、現計画を見直し、札幌市市営住

宅長寿命化計画（平成22年2月策定、令和7年3月変更）を改定する必要がある。 

市営住宅長寿命化計画の改定にあたっては、持続可能な市営住宅事業となるよ

う、管理戸数の適正化等の具体的で実効性のある計画とするため、本市が抱える

課題の整理等を行い、市営住宅長寿命化計画への反映及び具体的方針の改定を支

援することを目的とする。 

 

３ 業務対象 

本業務は、本市が管理する借上げ市営住宅を除く全ての市営住宅79団地（706

棟・25,788戸）を対象とする。（令和６年３月31日時点） 

 

４ 業務の内容 

  別紙「仕様書（案）」のとおり 

  なお、仕様書の内容は現時点での予定であり、今後、提案内容や協議により変

更する可能性がある。 

 

５ 企画提案を求める項目 

⑴ 業務の実施体制 

本業務を実施するにあたり、業務に取り組む上での方針や実施体制などにつ

いて提案すること。 

  ⑵ 札幌市市営住宅長寿命化計画の改定支援 

    改定において、市営住宅の適正な管理戸数の設定や長期的な事業費の見通し

及び団地別・住棟別の状況等に基づき、事業手法を選定するにあたり、重要と

考えられる点、留意すべき点を挙げ、それを踏まえた支援内容について提案す

ること。 

  ⑶ 市営住宅の建設等による市の負担と家賃補助に係る市の負担の比較 

    国が実施しているセーフティネット住宅の家賃低廉化に係る補助等を活用し

た上で、市の財政負担を減らすことのほか、比較する際に重要と考えられる点、

留意すべき点について提案すること。 

  ⑷ 市営住宅の団地カルテの作成 

    団地の情報は多岐にわたるため、市営住宅の事業を進めていく上で、団地の

現況が容易に把握できることや本市職員によるデータ更新のしやすさ等のほか、

重要と考えられる点、留意すべき点について提案すること。 

⑸ 独自提案 

本業務の目的達成に資する独自の取組がある場合は、提案を求める。 
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６ 貸与資料 

検討のために必要な資料は協議のうえ随時貸与する。 

 

７ 業務規模（契約限度額） 

15,800千円程度（消費税及び地方消費税を含む） 

※上記金額は規模を示すもので、契約は別途設定する予定価格の範囲内で行う。 

 

 ８ 履行期間 

   契約締結の日から令和９年（2027年）２月26日（金）までとする。 

 

９ 参加資格 

企画提案方式による応募を行う時点において、札幌市競争入札資格者名簿に登録

され、かつ、以下の要件をすべて満たした者。 

なお、複数者が協力して参加することも可とし、その場合、⑷については、構成

員のいずれかが参加資格要件を満たせばよい。また、契約については、契約の相手

方は代表者（構成員のいずれか１者）とし、他の構成員は協力者となる。 

⑴ 同一の企画競争において、事業協同組合等の組合と当該組合員とが同時に参加

していないこと。 

⑵ 会社更生法による更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に

よる再生手続き開始の申立てがなされている者（手続開始決定後の者は除く。）

等経営状況が著しく不健全でないこと。 

⑶ 札幌市競争入札参加停止措置要領（平成14年4月26日付財政局理事決裁）に基

づく参加停止措置を受けていないこと。 

⑷ 札幌市競争入札資格者名簿において、大分類が「建設関連サービス業」又は

「一般サービス業」に登録されている者であること。 

⑸ 札幌市暴力団の排除の推進に関する条例（平成25年2月26日条例第6号）第2条

第2項に規定する暴力団員又は同条例第7条に規定する暴力団関係事業者ではない

こと。 

 

10 一般事項 

⑴  事務局（企画提案書等の提出先、質問の宛先及び関連資料の請求先） 

〒060-8611 北海道札幌市中央区北１条西２丁目 札幌市役所本庁舎７階 

札幌市 都市局市街地整備部住宅課 

TEL：011-211-2807 

E-mail：j-keikaku@city.sapporo.jp 

⑵  公募型企画競争の日程 

ア 公募開始（告示）    令和７年４月28日（月） 

イ 参加意向の連絡期限   令和７年５月９日（金）17時まで 

ウ 質問受付期限      令和７年５月23日（金）17時必着 

エ 企画提案書等の提出期限 令和７年５月28日（水）15時必着 

オ プレゼンテーション審査 令和７年６月９日（月)(予定・後日通知) 

⑶  事前連絡 

企画提案を予定する者は、令和７年５月９日（金）までに、事務局宛てに参

加意向の旨を連絡すること（電話またはE-mail）。 

加えて、「札幌市市営住宅長寿命化計画」（平成31年3月改定、令和7年3月

mailto:j-keikaku@city.sapporo.jp
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変更版）は、公表していないため、企画提案書の作成に必要な場合は、参加意

向の連絡時にその旨を事務局に申し出ること。また、団地カルテの作成例につ

いても、提供可能であるため、必要な場合は、その際に併せて申し出ること。 

⑷ 提出書類 

ア 企画提案書等の構成 

正本は、以下の(ア)～(オ)の構成で一式とし、１部提出すること（提出に

あたっては、一式を左肩一箇所でホチキス留めすること）。 

副本は、以下の(イ)～(オ)の構成とし、10部提出すること（提出にあたっ

ては、一式をクリップ留めすることとし、ホチキスは使用しないこと）。 

また、副本には提案者の法人名、所在地、氏名、社票など、提案者が類推

できる表現は記載しないか、マスキングを施すこと。 

なお、いずれの場合も特別な製本、折込等はしないこと。また、用紙の規

格、枚数、様式等は厳守すること。 

(ア) 参加意向申出書(Ａ４判縦、１枚、様式１) 

(イ) 業務従事者一覧(Ａ４判縦、片面印刷、必要枚数、様式２) 

(ウ) 類似業務等実績一覧(Ａ４判縦、片面印刷、必要枚数、様式３) 

(エ) 業務体制の概要及び実施方法(Ａ４判縦、片面印刷、必要枚数、様式４） 

(オ) 企画提案書(Ａ３判横、片面印刷、２枚以内、様式自由) 

イ 企画提案書等の提出 

企画提案書等は提出期限までに事務局へ持参または郵送（特定記録、期限

必着）により提出すること。 

⑸ 質問の受付等 

ア 企画提案書等の作成に関して質問がある場合は令和７年５月16日（金）ま

でに、所定の質問書（様式５）に質問の要旨を簡潔に記入し、事務局宛てに

E-mailにて行うこと（電話や来庁による質問は回答しない。）。 

E-mailには、【長寿命化計画改定支援業務プロポ】の文字を必ず件名の冒頭

に入れること。また、団体名及び担当者氏名を明記すること。 

イ 質問を受け付けた後、随時、E-mailにて各質問者に回答する。 

 

11 企画提案の審査 

提出された企画提案は、札幌市の関係部局の職員からなる「札幌市市営住宅長寿

命化計画改定支援業務企画競争実施委員会」（以下「実施委員会」という。）にお

いて審査を行い、企画提案者の中から最も優れた者（以下「入選者」という。）を

選定する。 

⑴ 事前審査 

事前審査として企画提案書等による書類審査を行い、プレゼンテーション審査を

行うことができる企画提案者を選定する。 

ただし、応募件数が４者以下の場合は、事前審査を省略し、すべての企画提案者

を事前審査通過とする。 

事前審査の結果（事前審査を省略した場合を含む）は、企画提案者全員に文書で

通知する。 

⑵ プレゼンテーション審査 

事前審査を通過した企画提案者に対し、対面によるプレゼンテーション審査を実

施する。 

ア 出席者 
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出席者は総括責任者を含め、４名を限度とする。 

イ 説明時間 

プレゼンテーション審査は１者30分程度（プレゼンテーション15分程度、質疑

15分程度）を想定し、順次個別に行う。 

ウ 説明方法 

企画提案者が行う説明は、企画提案書を用いて行うものとし、資料の追加や映

像等の特別な機材等の持ち込み等は、一切認めない。 

エ 実施等の通知 

その他のプレゼンテーション審査の詳細については、別途通知する。 

⑶ 選定の考え方 

実施委員会において、表1に示す評価基準をもとに評価を行う。 

事前審査においては、表1の評価基準に基づき、提出された企画提案書等を評

価することで、上位４者を選定する。 

プレゼンテーション審査においては、表1の評価基準に基づき、評価点が基準

点（満点の６割）以上の企画提案者の中から合計点数が高い順に契約候補者と

する。 

それぞれ同点の企画提案書があるときは、配点の高い項目を優先的に評価する

こととし、なおも同点である場合はくじ引きにより選定する。なお、プレゼン

テーション審査には、事前審査の結果は引き継がない。 

また、企画提案者が1者となった場合でもプレゼンテーション審査を実施し、

基準点以上の場合に、入選者として選定する。 

⑷ 委託の相手方となる者 

本業務は、原則として入選者（入選者と協議が整わない場合には次点の者）に

委託することとし、その手続きは、札幌市契約規則による。ただし、プロポーザ

ルの性質上、提出された企画提案の内容をもって契約するものとは限らない。 

⑸ 選定結果の通知等 

選定の結果は、企画提案者全員に対して書面により通知する。また、受託者名

及び評価点は、前項(2)に定める契約の締結後、本公募型企画競争の結果と併せ

て公表する。 

⑹ 選定結果に対する疑義の申し立て 

選定結果について疑義があるときは、前項(3)の規定に基づく通知があった日

の翌日から起算して３日（日曜日、土曜日及び国民の祝日を除く。）以内に、事

務局に対し、自らの評価について書面により疑義の申し立てをすることができ

る。 
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表1 評価基準 

 

12 その他 

⑴ 企画提案書等の取扱い 

ア 提出のあった企画提案書等は返却しない。 

イ 提出した企画提案書等の訂正、追加及び再提出は認めない。 

ウ 企画提案等に係る著作権は、それぞれの企画提案者に帰属する。なお、企画

提案書等の内容等が、特許権など法令等に基づき保護される第三者の権利の対

象となっているものを使用した結果及び生じた責任は、企画提案者が負うこと

とする。 

エ 企画提案者は、本公募型企画競争の実施に必要な場合、企画提案書等を札幌

市が利用すること（複製の作成を含む。）を許諾しなければならない。 

オ 本業務の受託者は、その後の委託業務の遂行に必要な場合、企画提案書等を

札幌市が利用すること（複製の作成を含む。）を許諾しなければならない。 

⑵ 失格要件 

以下の場合には、実施委員会において審査のうえ、失格となることがある。 

ア 本提案説明書に規定する参加資格を満たしていないことが判明し、又は満た

さないこととなった場合 

イ 企画提案書等に虚偽の記載がある場合 

ウ 不正な利益を図る目的で実施委員会の委員等と接触し、又は利害関係を有す

ることとなった場合 

エ その他、実施委員会において不適当と認められた場合 

⑶ 企画提案に係る費用 

企画提案に係る一切の費用は、企画提案者の負担とする。 


